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避難確保計画の概要

１．避難確保計画とは

☞水害や土砂災害が発生するおそれのある場合における要配慮者

利用施設利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要

な事項を定めた計画

２．根拠となる法律

☞水防法、土砂災害防止法

３．要配慮者利用施設の定義

☞ 高齢者、障がいのある方、児童や乳幼児など防災上配慮を必要と

する方が利用する施設

４．計画作成の対象となる施設

☞洪水浸水想定区域・土砂災害警戒区域内にある施設

５．計画の作成者

☞要配慮者利用施設の管理者または所有者

６．避難確保計画に記載する事項

☞防災体制、避難誘導、施設の整備、防災教育訓練の実施、自営水

防組織の業務（水防法に基づき自衛水防組織を置く場合）、そのほ

か利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置

７．避難確保計画作成後の対応

☞作成した避難確保計画を姫路市長へ報告

☞避難確保計画に基づき避難訓練を実施し、姫路市長へ報告
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警戒レベルと氾濫警戒情報の確認方法について

避難にあたっては、防災情報を確認することが重要！

基本は、警戒レベル３で高齢者等避難
※施設の実情（入所者数や職員数等）に応じてどのタイミングで避難を開始する

かは異なる

浸水の警戒レベル３相当 ＝氾濫警戒情報・洪水警報

土砂災害の警戒レベル３相当＝大雨警報（土砂災害）

☞次ページ以降で氾濫警戒情報の確認方法を説明します。
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水位情報の確認方法について

１、検索エンジンで「兵庫県 CGハザードマップ」と検索
もしくは、http://www.hazardmap.pref.hyogo.jp/にアクセス

２、平常時から災害に備えようの「洪水ハザードマップを見る」を
選択
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３、施設の住所（※）を記入の上、検索ボタンをクリック

４、マイページをクリック

水位情報の確認方法について

（※）例として、姫路市役所夢前事務所を検索しています。
 （夢前事務所は要配慮者避難施設ではありません。） -７-
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水位情報の確認方法について

５、マイページを拡大表示します。

６、施設の対象河川（※）と最寄りの水位局を確認する。

（※）現時点（R３.２.１時点）の対象河川は、水位周知河川と洪水予報のみです。 -８-

説明会資料１



水位情報の確認方法について

７、検索エンジンで「川の防災情報」と検索もしくは、
https://www.river.go.jp/indexにアクセス

８、①「河川名から検索」をクリック、
②対象河川名（この場合、
夢前川）を記載、③検索をクリック

①

②
③
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水位情報の確認方法について

９、①「水位・ダム・カメラ観測所」をクリック
②「施設の最寄りの水位局」をクリック

10、現在の水位が確認できます。※詳細は次ページ

①

②
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水位情報の確認方法について

警戒レベル４：
避難指示の目安
警戒レベル３：

高齢者等避難の目安

警戒レベル２：
避難準備の目安

時点ごとの水位状況
が確認できます。
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